
目医発第743号（保122）

平成17年11月30目

都道府県医師会長殿

目本医師会長

　　植　松　治　雄

　「心神喪失等の状態で重大な他書行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律第83条第2項の規定による診療方針及び
　　　医療による療養に要する費用の額の算定方法」

　　　　　　　　　の一部改正について

　標記につきましては、平成17年11月16目付け厚生労働省告示第
487号等で一部改正が行われ、それに伴いr基本診療料及び医療観察
精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」も厚生労働省告示第486号等で一部改正され、それぞれ本年11
月16目から施行されました。改正された主な点は下記のとおりであり

ますので、お知らせ申し上げます。

記

1．基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省告示第486号）

1．入院対象者入院医学管理料の施設基準に小規格（14床を超えな
　い）の精神病床による病棟を認めた。　（下線部分追加）
ラ　一一じ一景　ラ一層ロコラロロロラ一一一一ラ一畳ロしロロ一一一一ドロじロロドロ　ラ一一リ一一ロ一一トロド一一しロ一一ロロロロロ一一ロラロロド　一一ロリロロラロロじロ一一ロ一 ﾂま

i第3　基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドi　1　入院対象者入院医学管理料の施設基準　　　　　　　　　　i
i　　（1）　次に掲げる病棟を単位として行うものであること。　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
ロ

1　　　（一）法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の　i
ニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラi　　　　決定を受けた者であって、集中的な治療を要するものを　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
ロ

ー　　　　　入院させる病棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドi　　　（二）　（一）に掲げるもののほか、病院の病棟の一部であっi
1

　　　　　て、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号i
の決定を受けた者であって集中的な治療を要するものをi

入院させるための精神病床（14床を超えないものに限i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　う。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じし　ロ　　ド一一ロロ一一ラドロじ一一じしロ一一うしロロロほ一一ロロ　ロロロしロラドロ一一ロ一一じ一再一一ロ一一ロロドロロ一一しロララ一一ロじドロラロ一畳　じじロド一一一一一一　じ

　　　　　る。）により構成される病棟（以下r小規格病棟」といi



2．小規格病棟の人員配置基準を設けた。　（基本診療料及び医療観察

　精神科専門療法の施設基準等（平17年厚労省告示第366号第3
　の1の（5）にただし書（下線部分）を追加した。）
　ロ　　一一ル一一　リロ一一　一一一幅ロ一一コロ一一のラ一一けロ　ロむロド一一ラドロロ一一一一昌昌ロほコロロロリ一一ドじじ一一一一ロロロドロロ一一一一ル一畳一一　一一一一しロ ﾂ

　（5）当該病棟における常勤の看護師の数は、4に、当該病棟の入　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　院対象者の数に1．3を乗じた数を加えた数以上であること・　i
　　　ただし、その一部に小規格病棟を有している病院の病棟にあ　i

っては、当該病院の病棟における看護職員の数が当該病院の病

棟の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であ
り、かつ、その最小必要数の4割以上が看護師であって、当該

小規格病棟について入院対象者の入院医学管理を行うにつき十

分な体制が整備されていること。

L＿一＿＿一＿＿＿＿一一＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

3．主として身体合併症の治療が必要な入院患者に対し行う旧総合病

　院等の病棟について認めた。　（基本診療料及び医療観察精神科専門

　療法の施設基準等（平成17年厚労省告示第366号第3の1の
　　（6）にただし書き（下線部分）を追加した。）

ド一一ロロロ一畳畳畳一一一一ロラド一一ラロ一一ド一一ロロドロル　一一　一層ロラドド一一ラ一件ラ一曹一一ラ一一ロロラ一一ロ　一一しロ一畳　じじロロ一一一一ララドロじロロロリラロ R

i（6）当該病棟における常勤の作業療法士、精神保健福祉士及び心　i
i　　神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等　i

i　　に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令（平成17年i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　　厚生労働省令第117号）第2条第4項ホの臨床心理技術者の数i
i　　の合計は、1に当該病棟の入院対象者の数が5又は端数を増す　i
ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　　ごとに1を加えた数以上であること。　　　　　　　　　　　i
i　　ただし、百人以上の患者を入院させるための施設を有し、そ　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　の診療科名中に内科、外科、婦人科、眼科及び耳　いんこう科
を含む病院であって、入院対象者の状態に応じた入院医学管理

を行うにつき十分な体制が整備されているものにあってはこの

限りでない。
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■．入院対象者医学管理を行うための病床数が30床に満たない場合に

　つき所定点数に対する加算を設けた。（下線部分追加）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省告示第487号）

ドロじ一一ロじ一一ロし一一うじロ一一ド一一ロドじロララロ　一一し　ロ一一ロじうロドじ一再ロじじロ一一ロじ一一一一じロドロじ一一ロうじロロラ一一ロ一一　コ一一ラロじうロドじ一一 R

i「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等　i

iに関する法律第83条第2項の規定による診療方針及び医療に要す　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

iる費用の額の算定方法」の一部改正について　　　　　　　　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i《別表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i医療観察法診療報酬点数表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　第1章　基本診療料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ

i　　第1節　入院料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　入院対象者入院医学管理料（1目につき）　　　　　　　　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i　　　イ　急性期入院対象者入院医学管理料　6，680点　　　　i
i　　　ロ　回復期入院対象者入院医学管理料　4，920点　　　　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i　　　ハ　社会復帰期入院対象者入院医学管理料　5，820点　　i
i　　　注6　入院対象者入院医学管理を行うための病床数が30床　i

　　　　　　に満たない場合にあっては、当該病床数に応じ、次に掲

げる点数を1目につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ　15床の場合
ロ　16床の場合
ハ　17床の場合
二　18床の場合
ホ　19床の場合
へ　20床の場合
ト　21床の場合
チ　22床の場合
り　23床の場合
ヌ　24床の場合
ル　25床の場合
ヲ　26床の場合
ワ　27床の場合
カ　28床の場合
ヨ　29床の場合

565点
469点
532点
672点
493点
333点
374点
237点
112点
313点
381点
326点
296点
189点
91点

し＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿一＿＿＿＿一＿＿＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



皿．　「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出

　に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について

　（平17年11月16目付け障精発第1116004号厚生労働省社会・
　援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知）

1．　「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届

　　出に関する手続きの取扱いについて（平17年8月2目付け障精発
　　第0802004号）」を次のように改めた。　（14床以下の病床からな

　　る病棟に係る留意事項を定めた）
ド　昌昌一一一一一一ドロじじラロのラロ一一一書一一　ロ　一一ロラロ一一ラ一一ロラ　一一　　ロララロリロ一一ロラ一一じ　　ロラ　り　一一ロララ一一ロ一一ロ一一　　ト一一ロリロロ R

i第3施設基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

：1　入院対象者入院医学管理料　　　　　　　　　　　　　　　　　1
し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ

i（1）入院対象者入院医学管理料に関する施設基準　　　　　　　i
i　　①　当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施する　i

i　　　ための病棟に係る病床は全て個室で、床面積は10平方メー　i
ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

i　　　トル以上であり、以下に掲げる施設を有していることを標準　1

i　　とする。ただし、病院の病棟の一部であって、法第42条第　i

　　　　1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者であ
って集中的な治療を要するものを入院させるための精神病床

（14床を超えないものに限る。）により構成される病棟（以

下「小規格病棟」という。）にあってはこの限りでない。

ア　2カ所以上の診察室
イ　酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室

ウ　床面積10平方メートル以上の保護室
工　集団精神療法室、作業療法室
オ　入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室

　及び公衆電話
②③（省略）

④無断退去を防止するため、一等安全管理体制i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　が整備されていること。　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
⑤（省略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ⑥　病院の病棟の一部に小規格病棟を有している場合においてi

は、小規格病棟に勤務する常勤看護師として、当該小規格病：

棟の入院対象者の数に1．3を乗じた数以上を配置するこ
と。なお、当該常勤看護師については当該医療機関の病棟にi

おける小規格病棟以外の部分に係る看護職員として算定して：

はならないこと。

（例）60床からなる精神病棟入院基本料3の届出を行ってい

る病棟の場合

L＿＿＿＿＿＿一＿＿一＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』一一一一一－甲一一甲」



ド一一ロドロじロロドうじ一一ロ　一一ラ一一一一ロじロド一一一一　ド一一ロラロロ一一一一ドじロラドロ一一ロじ一一ラロじドロロ一一ドロじう一一しロ　ドロ一一ロ一一ロラロドじロしし R

i　　i．小規格病棟を有さない場合　　　　　　　　　　　　　　　i
i　　　（a）　元来の看護職員の最小必要員数　　　　　　　　　　　i

60人×1／3ニ20人
（b）　元来の看護職員の最小必要員数（精神科入院基本料3：

は、看護職員のうち看護師40％以上が基準）

20人×40％ニ8人
五． 小規格病棟10床を設ける場合

（c）小規格病棟に勤務する常勤看護師の数

10人×1．3＝13人
（d）（c）以外の看護職員の数

50人×1／3ニ16．7人≒17人
（e）看護職員の合計必要数

13人＋17人＝30人
（f）看護師の最小必要人数

17人×40％＋13人二19．8人≒20人
⑦　100人以上の患者を入院させるための施設を有し、そのi
診療科名中に内科、外科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科：

を含む病院において、当該病棟における常勤の作業療法

士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の数の合計が1に

当該病棟の入院対象者の数が5又はその端数を増すごとに

1を加えた数に満たない場合にあっては、入院対象者の状

態に応じた入院医学管理を行うにつき以下の体制を整備し

ア　重度の身体合併症を有する対象者については、他の診
ていること。

療科等と連携し、精神障害の治療と相まって、身体合併

症に対する適切な医療を提供できる体制を確保している

イ　重度の身体合併症を有さない対象者（治療により身体
　こと。

合併症が治癒した者を含む。）については、当該対象者

の社会復帰を促進するために適当な指定入院医療機関に

当該対象者を転院させるための必要な連絡調整を行うな

ど、他の指定入院医療機関との綿密な連携体制を確保し

ていること。

1＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』一一一』一一一軸一一一一－一軸一一一騨一一一一，一価一一騨』一雫甲

2．主として身体合併症の治療が必要な入院対象者に対し当該治療を

　行う旧総合病院の病棟についての留意事項を定めた。



（添付資料）

1．官報（平17年11月16目）第4219号抜粋
2．　「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

　に関する法律第83条第2項の規定による診療方針及び医療による

　療養に要する費用の額の算定方法」の一部改正について

　（平17年11月16目付け障精発第1116002号厚生労働省社会・
　援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知）

3．　「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出

　に関する手続の取扱いについて」の一部改正について

　（平17年11月16目付け障精発第1116004号厚生労働省社会・
　援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知）
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一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

　
　
（
三
四
五
）

O
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法
の
施

　
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

　
置
に
関
す
る
政
令
（
三
四
六
）

〔
規

○
則
〕

○
人
事
院
規
則
九
－
五
五
（
特
地
勤
務
手
当

　
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

　
（
人
事
院
九
一
五
五
－
八
一
．
一
）

〔
告

示
〕

　
○
政
党
助
成
法
窮
五
条
策
三
項
及
び
同
法
第

　
　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

　
　
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
政
党
の
届
出

　
　
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表

　
　
す
る
件
（
総
務
、
二
七
九
）

　
○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

　
　
　
（
法
務
五
七
九
）

　
O
戸
籍
法
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

　
　
に
よ
る
指
定
に
関
す
る
件
（
同
五
八
O
）

　
○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
窮
七
条
第

　
　
　
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
研

　
　
修
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
規
定
に
基

　
　
つ
き
研
修
を
定
め
る
件
（
同
五
八
一
）

　
○
残
愕
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ

　
　
ク
ホ
ル
ム
条
約
の
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
よ

　
　
る
批
准
等
に
関
す
る
件
（
外
務
一
〇
六
二
）

　
○
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す

　
　
る
条
約
へ
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
の
加
入
に

　
　
関
す
る
件
（
同
一
〇
六
三
）

　
O
M
・
ル
イ
セ
・
．
！
コ
記
念
キ
エ
フ
音
楽
学
校

　
　
楽
器
整
備
計
画
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る

　
　
日
本
国
政
府
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
間

　
　
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

　
　
　
（
同
一
〇
六
四
）

　
○
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
対
す
る
贈
与
に

　
　
関
す
る
日
本
国
政
府
と
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ

　
一
　
ニ
ア
政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す

一
る
件
（
同
5
六
五
）

口P 二

じ・

○

　
○
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果

　
　
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通

　
　
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す

　
　
る
条
約
の
追
加
議
定
書
（
失
明
を
も
た
ら

　
　
す
レ
ー
ザ
ー
兵
叩
布
に
関
す
る
議
定
書
（
議

　
　
定
書
R
）
）
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
に
よ
る
同

　
　
意
の
通
告
に
関
す
る
件
（
同
下
り
六
六
）

　
○
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果

　
　
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通

　
　
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す

　
　
る
条
約
第
一
条
の
改
正
へ
の
リ
ベ
リ
ア
共

　
　
和
国
の
加
入
に
関
す
る
件
（
同
一
〇
六
七
）

　
O
対
人
地
雷
の
使
用
、
貯
蔵
、
生
産
及
び
移

　
　
譲
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
の

　
　
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
よ
る
批
准
に
関
す
る

　
　
件
（
同
一
〇
六
八
）

　
○
化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使

　
　
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
へ

　
　
の
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
の
加
入
に
関
す
る
件

　
　
　
（
同
一
〇
六
九
）

　
○
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果

　
　
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通

　
　
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す

　
　
る
条
約
へ
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
の
加
入
に

　
　
関
す
る
件
（
同
一
〇
七
〇
）

　
○
基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門

　
　
療
法
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
件
（
厚
生
労
働
四
八
六
）

　
○
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為

　
　
　
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す

　
　
　
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
　
　
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

　
　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
四
八
七
）

　
　
○
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
第
二

　
　
　
f
三
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
小
型
船
舶
教

　
　
　
習
所
を
登
録
し
た
件

　
　
　
（
国
土
交
通
二
二
四
八
）

　
　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
東
北
地
方
整
備
局
T
Q
九
、
　
一
丁
り
）

七 五五く一
フ

ーヒ
ノ＼

○
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
（
関
東
地
方
整
備
局
四
八
五
、
四
八
六
）

○
道
路
に
関
す
る
件

　
（
北
陸
地
方
整
備
局
二
六
、
　
二
七
）

O
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
九
条
第
一
項

　
の
規
定
に
基
づ
く
聴
聞

　
（
近
畿
地
方
整
備
局
一
四
二
）

○
道
路
に
関
す
る
件

　
（
北
海
道
開
発
局
九
八
、
九
九
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

厚
生
労
働
省〔

皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

紛
失
さ
れ
た
外
交
官
等
身
分
証
明
票
の
無
効

に
つ
い
て
（
外
務
省
）

労

働

■kツLツしヲLニ

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
一

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
茨
城
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
一
一
一
、
群
馬
同

四
、
五
、
神
奈
川
同
六
、
愛
知
同
工
～
八
、

島
根
同
二
、
四
、
愛
媛
同
、
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

』

本
日
公
布
さ
れ
た
法
令
の
「
あ
ら
ま
し
」

韮

は
，

￥

次
の
ペ
ー
ジ
に
膿
避
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○
法
務
省
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
笛
．
の
四
の
表
の
研
修
の
項
の
下
欄
塘
六
号
の
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
下
欄
第
五
号
ハ
及
び
第
六
号

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
研
修
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
　
杉
浦
　
正
健

一　

､
修
を
事
業
と
し
て
行
う
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
　
有
限
会
社
く
さ
か
べ
館
　
岐
阜
県
下
呂
市
幸
田
千
八
百
卜

　
．
番
地

　
　
実
務
研
修
を
実
施
す
る
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
研
修
内
容

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
タ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手

所
　
　
　
在
　
　
　
地

ル
　
架
多
　
－
　
恕
や
石
　
看
　
ド
　
　
屠

有
限
会
社
く
さ
か
べ
館

岐
阜
県
下
呂
市
幸
田
千
八
百
十
一
番
地

ホ
テ
ル
研
修

三四〇
外
務
省
告
示
第
千
六
十
二
号

一
　
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
政
府
及
び
バ
ハ
マ
国
政
府
は
、
平

　
成
十
三
年
五
月
二
十
二
円
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
作
成

　
さ
れ
た
「
残
溜
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク

　
ホ
ル
ム
条
約
」
の
批
准
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
七

　
年
九
月
十
六
日
及
び
同
年
十
旦
．
．
日
に
国
際
連
合
事
務

　
総
．
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
ヒ

　
年
卜
一
．
月
卜
五
日
に
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
、
ま

　
た
、
平
成
十
八
年
一
月
．
口
に
バ
ヘ
マ
国
に
つ
い
て
、

　
そ
れ
ぞ
れ
効
力
を
生
ず
る
．

一．

@
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
ゲ
レ
ナ
デ
f
ー
ン
諸
島
政

　
府
は
、
前
記
の
条
約
の
加
入
書
を
平
成
十
七
年
九
月
十

　
五
日
に
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
．
よ
っ
て
、

　
同
条
約
は
、
平
成
十
七
年
レ
一
．
月
十
四
日
に
セ
ン
ト
ピ

　
、
！
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島
に
つ
い
て
効
力

　
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
七
年
九
月
卜
五
日
付
け
、
同
年
十
月
四
日
付

け
及
び
同
年
十
月
七
日
付
け
国
際
連
台
事
務
総
長
書
簡
）

　
平
成
卜
七
年
卜
一
月
－
「
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

〇
外
務
省
告
示
第
千
六
十
三
号

　
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
政
府
は
、
昭
和
三
卜
三
年
六
月
十
日

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
作
成
さ
れ
た
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承

認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」
の
加
入
書
を
平
成
十
七
年

九
月
十
六
日
に
国
際
連
ム
・
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ

て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
卜
五
日
に
リ
ベ
リ

ア
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
ヒ
年
九
月
卜
六
日
付
け
国
際
連
台
事
務
総
長

書
簡
）

　
．
平
成
ト
ヒ
年
卜
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
、
臣
　
安
倍
　
晋
、
二

対
象
と
な
る
者
　
平
成
十
ヒ
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
本
邦
に
入
国
す
る
音

対
象
と
な
る
者
が
研
修
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
期
間
　
一
年
以
内
の
期
間

○
外
務
省
告
示
第
千
六
十
四
号

　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
日
に
キ
エ
フ
で
、
M
・
ル
イ
セ

ン
コ
記
念
キ
エ
フ
音
楽
学
校
楽
器
整
備
計
画
の
た
め
の
贈

与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
ウ
ケ
ラ
イ
ナ
政

府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

1
　
援
助
の
日
的
及
び
内
容
　
M
・
ル
イ
セ
ン
コ
記
念
キ

　
エ
フ
音
楽
学
校
楽
器
整
備
計
画
を
雰
、
施
す
る
た
め
に
必

　
要
な

　
の
　
楽
器
及
び
そ
の
調
達
に
必
要
な
役
携
の
供
与

　
㈲
　
前
記
＠
の
楽
器
の
輸
送
に
必
要
な
役
務
の
供
与

2
　
贈
与
の
限
度
額
　
二
千
九
百
ヒ
ト
万
円

3
　
贈
与
の
使
用
期
限
　
平
成
卜
八
年
」
二
旦
、
一
十
｝
日
ま

　
で4

　
署
名
者

　
日
本
側
天
江
再
七
郎
在
ウ
ク
ラ
で
ナ
大
使

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
側
　
イ
ー
ゴ
ル
・
リ
ホ
ヴ
で
文
化
観
光
大

　
　
　
　
　
　
　
　
、
臣

　
」
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
κ
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
昔
一
、
、

○
外
務
省
告
示
第
千
六
十
五
号

　
平
成
十
七
年
十
一
月
三
日
に
ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー
で
、

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次

の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
パ
ヴ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
政
府
と

の
間
に
行
わ
れ
た
。

1
　
援
助
の
目
的
及
び
内
容
　
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の

　
経
済
の
構
造
改
善
努
り
推
進
及
び
債
務
問
題
を
含
む
ハ

　
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
経
済
困
難
緩
和
に
寄
与
す
る
た

　
め
、
両
政
府
の
関
係
当
局
が
合
意
す
る
生
産
物
及
び
役

　
務
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金
を
贈
与
す
る
こ
と
。

2
　
贈
与
額
　
．
二
億
円

3
　
署
名
者

　
日

本

f
則

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
側

山
下
勝
男
在
ハ
づ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
尺
使

ラ
ピ
ー
・
ナ
マ
リ
ュ
ー
外

務
兼
出
入
国
管
理
L
へ
臣

　
…
平
成
十
」
し
年
十
一
口
月
一
下
」
パ
口
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
．
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

〇
外
務
省
告
示
第
千
六
十
六
号

　
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
政
府
は
、
平
成
七
年
十
月
十
、
二
口
に

ウ
f
1
・
！
で
採
択
さ
れ
た
「
過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無

差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通
常

兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
条
約
の
追
加
議

定
書
（
失
明
を
も
た
ら
す
レ
ー
ザ
ー
兵
器
に
関
す
る
議
定

書
（
議
定
書
W
）
）
」
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨

を
平
成
十
七
年
九
月
卜
六
日
に
国
際
連
合
事
務
総
長
に
通
・

嗇
し
た
．
よ
っ
て
、
同
議
定
書
は
、
平
成
十
八
年
．
二
月
十

六
日
に
り
ベ
リ
ア
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
付
け
国
際
連
合
事
務
総
長

書
簡
）

　
一
平
成
十
ヒ
年
十
一
月
十
六
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

〇
外
務
省
告
示
第
千
六
十
七
号

　
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
政
府
は
、
平
成
卜
三
年
卜
二
月
一
．
十

．
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
「
過
度
に
傷
害
を
与

え
又
は
無
差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
通
常
兵
將
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
条
約

第
一
条
の
改
正
」
の
加
入
書
を
平
成
十
七
年
九
月
十
六
日

に
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
つ
で
、
、
同
改
正

は
、
平
成
十
八
甲
三
月
十
』
へ
日
に
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
に
つ

い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
付
け
国
際
連
台
事
務
総
長

書
簡
）

　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
、
距
　
安
倍
　
晋
三

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
六
号

○
外
務
省
告
示
第
千
六
十
八
号

　
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
政
府
は
、
．
平
成
托
年
九
月
卜
八
口
に

オ
ス
ロ
で
作
成
さ
れ
た
「
対
尺
地
雷
の
使
用
、
貯
蔵
、
生

産
及
び
移
譲
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
」
の
批

准
書
を
平
成
十
七
年
九
月
十
六
日
に
国
際
連
合
事
務
総
長

に
寄
託
し
た
．
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
八
年
．
二
月

一
日
に
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
効
り
を
生
ず
る
。

　
（
平
成
十
七
年
九
月
レ
六
日
付
け
国
際
連
台
事
務
総
長

書
簡
）

　
．
平
成
卜
七
年
十
一
月
卜
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

〇
外
務
省
告
示
第
千
六
十
九
号

　
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
政
府
は
、
．
平
成
五
年
．
月
卜
一
、
．
日
に

パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
「
化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵

及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
」
の
加
ぺ

書
を
平
成
十
七
年
九
月
卜
六
日
に
国
際
連
台
事
務
総
長
に

寄
託
し
た
・
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
七
年
十
月
卜

六
口
に
バ
ヌ
ア
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
。

　
　
（
平
成
十
七
年
九
月
レ
六
日
付
け
国
際
連
含
事
務
総
長

書
簡
）

　
．
平
成
十
ヒ
年
影
、
月
卜
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
友
、
臣
　
安
倍
　
晋
．
二

〇
外
務
省
告
示
第
千
七
十
号

　
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
政
府
は
、
昭
和
五
レ
五
年
長
月
十
目

に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
「
過
度
に
傷
害
を
与
え
又

は
無
差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

通
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
条
約
」
の

加
入
書
を
平
成
卜
七
年
九
月
十
六
臼
に
国
際
連
台
事
務
総

長
に
寄
託
す
る
と
と
も
に
、
同
条
約
の
謙
定
書
1
、
n
及

び
m
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
旨
を
通
告
し
た
，

よ
っ
て
、
同
条
約
並
び
に
そ
の
議
定
書
1
、
H
皮
ひ
m
は
、

平
成
十
八
年
三
月
十
べ
日
に
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
に
つ
い
て

効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
七
年
九
月
－
「
六
日
付
け
国
際
連
合
事
務
総
長

書
簡
）

　
一
平
成
卜
」
し
年
十
一
日
目
卜
上
ハ
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
k
臣
　
安
倍
　
晋
三

　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
書
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
卜
一
、
一
条
錦
二
項
の

規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
ヒ
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
℃
基
づ
き
、

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
古
示
第
三
百
ぺ
1
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
第
三
の
一
m
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
D
　
次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
一
↓
　
法
第
四
レ
二
条
第
．
項
第
．
号
又
は
笛
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
集
中

　
　
　
　
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

　
　
　
り
　
↓
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
病
棟
の
一
部
で
あ
っ
て
、
法
篤
四
－
「
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六

　
　
　
し
ト
一
茶
箱
一
項
第
言
ザ
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
た
め

　
　
　
　
の
精
神
病
床
（
十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
．
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
小
規
格
病
棟
」
と

　
　
　
　
い
う
。
）



8第4219号
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第
．
二
の
．
㈲
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
．

　
　
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
吾

　
護
職
員
の
数
が
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が
一
、
一
文
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で
あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
人
院
医
学
管
理

　
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
第
三
の
一
⑥
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
百
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
、
そ
の
診
療
科
名
中
に
内
科
、
外
科
、
婦
人

　
　
科
、
眼
科
及
び
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
を
含
む
病
院
で
あ
っ
て
、
入
院
対
象
者
の
状
態
に
応
じ
た
入
院
医
学
管
理
を
行

　
　
う
に
つ
き
ト
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
書
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
卜
κ
年
法
律
第

百
十
号
）
第
八
十
一
．
一
条
第
一
、
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
神
真
実
等
の
状
態
で
重
大
な
他
書
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
皮

び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
ト
コ
．
柴
笛
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
ト
ヒ
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
の
、
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
、

　
　
平
成
ト
ヒ
年
卜
…
月
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
七
厘
　
川
崎
　
．
一
郎

　
別
表
第
．
章
第
．
節
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
首
⑦
　
》
爵
埠
婬
諌
≧
董
特
種
嘩
轄
帰
諏
ゆ
浮
＆
S
謙
語
蝉
糞
）
孟
川
δ
蚤
浮
舜
σ
芸
貧
・
勧
り
d
野
鴨
訊
婁
藝
滑

　
　
　
　
聯
貧
U
所
F
貸
δ
葎
q
ぴ
虹
鱒
磁
二
」
δ
O
庶
小
廿
徹
茸
3
ヨ
爵
証
薄
δ
三
綱
叫
か
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創
設
妊
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一
〇
薪
3
詰
珍

一
9
暑
3
詰
奪

一
『
暑
6
韮
》

一
㏄
舞
5
証
恥

一
〇
黒
3
証
、
↓

口
C
「
六
5
証
吟

に
一
「
六
つ
葦
恥

結
語
3
語
勢

き
「
富
8
）
諺
砂

旨
薪
◎
茄
即

断
二
川
3
証
砂

暴
晃
S
緬
珍

暗
黒
S
証
助

口
㏄
系
◎
誰
吟

旨
「
六
3
誌
即

O
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号

　
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
一
．
十
六
年

法
律
第
百
四
十
九
号
）
窮
二
十
』
一
条
の
ト
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
小
型
船
舶
教
習
所
を
登
録
し
た
の
下
、
、
同
法

第
二
十
三
条
の
二
卜
八
に
お
い
て
準
川
す
る
第
卜
七
条
の

ト
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
0
、
公
示
す
る
。

　
、
平
成
十
ヒ
年
卜
．
月
卜
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
ヒ
交
通
大
臣
　
北
側
　
、
雄

し捌」1一一・伍ll四1

登
録
年
月
日
　
平
成
ト
ヒ
年
十
月
三
十
一
日

登
録
番
号
　
国
小
教
第
九
号

登
録
小
型
船
舶
数
詞
実
施
機
関
の
名
称
　
有
限
会
社

一，

E
リ
ン
テ
ク
ノ
東
京

住
所
　
東
京
都
千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
凹
番
地

代
表
者
の
氏
名
　
藤
井
　
俊
美

（ノ｛1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
¢
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
鴇
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
笥
に
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僻
¢
一
い
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
器
α
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巽
ト
一
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旨
『
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
に
舞
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
出
㏄
抵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
二
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
に
9
凸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旨
誹
拙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㏄
¢
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
一
舞

登
録
小
型
船
舶
教
習
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及

び
所
在
地
並
び
に
登
録
小
型
船
舶
教
習
所
の
種
類
墳

び
区
分

称務登
1号梅ノく1折ク有町東剛｝ク子ゴ 及を録

田阪　ノ限四京珈産1ノ限 び行小
一府　東会下部数東食 所う型
丁大　　京社日予習京祉 1主事船

団阪　尺マ四代所登マ 地務舶
…市　阪リ番田　録リ 所教

香北　事ン地区　小ン の習

三区　務テ　麹　型テ 名’拝

の登
士特士一二一iン 種録
第殊第級第級 類小
一小一小…小 及型

種型種型種型 び船
救船戦船救船 区舶
習舶習舶習知白 分散

所操所操所操
@縦’縦’縦

習
所

O
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
百
九
号

　
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
f
、
、
道
路
法

規
定
に
基
づ
き
、
告
、
ボ
す
る
。

　
そ
の
関
係
図
面
は
、
．
平
成
ト
ヒ
年
レ
．
月
ト
ペ
日
か
ら
．

　
　
、
平
成
十
七
年
十
一
月
卜
六
口

↓
　
　
“
旦
欠
目
り
通
頂
、
　
　
一
馬
く
封
↑
旦

　
　
、
」
冒
し
手
薄
，
、
　
　
，
到
四
一
［
、
ユ

ー
　
路
　
線
　
名
　
ヒ
号

コ
　
道
路
の
区
域

．
区

jL
－

」
　
｝「

（
昭
和
、
4
ト
ヒ
年
法
律
第
白
へ
ト
号
）
第
レ
八
条
第
、
項
の

一
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
、

　
　
　
　
　
　
東
北
地
与
整
備
局
長

後変
別1垣

　　前

池

の

山
畠

員
森
’k

教
1
こ

秋
田
市
ド
浜
羽
州
ド
下
野
．
｝
番
、
』
一
か
ら
同
市
ド
浜
長
浜
字
　
　
前
　
　
一
一
一
；
四
〇
～
一
八
㌃
へ
○

長
坂
一
κ
九
番
二
ま
で
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障精発第1116002号

平成17年11月16目

各地方厚生局健康福祉部長　殿

厚灘講健福祉課羅1

　　　　　　　　　　　　　　　誉ラ隔礎麻呂…，

r心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

第83条第2項の規定による診療方針及び医療による療養に要する費用の額の算

定方法」の一部改正について

　標記については、r心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律第83条第2項の規定による診療方針及び医療による療養に要する費用の

額の算定方法の一部を改正する件（平成17年厚生労働省告示第487号）」が公布さ

れ、本日から適用されることとなったところであるが、その実施につき、貴管内指定医

療機関に周知するとともに、関係制度の円滑な実施について遺憾なきを期されたい。

　なお、改正の要点は下記のとおりである。

記

　入院対象者入院医学管理を行うための病床数が30床に満たない場合にっき、所

定点数に対する加算を設けたこと。



障精発第1116004号
平成17年11月16目

各地方厚生局健康福祉部長　殿

厚生労働省社会・援護局　　　　1鎮，，

　障害保健福祉部精神保健福祉課長ll、

　　　　　　　　　　　　　　　｝・　二

r基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続

の取扱いについて』の一部改正について

　標記については、r基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改

正する件（平成17年厚生労働省告示第486号）」が公布され・本日から適用される

こととなったところであるが、その実施に伴い、「基本診療料及び医療観察精神科専門

療法の施設基準及びその届出1こ関する手続の取扱いについて』　（平成17年8月2目障

精第0802004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知）

の一部を別添のとおり改正することとしたので、貴管内指定医療機関に周知するととも

に、関係制度の円滑な実施について遺憾なきを期されたい。

　なお、改正の要点は下記のとおりである。

記

（1）14床以下の病床からなる病棟に係る留意事項を定めたこと。

（2）主として身体合併症の治療が必要な入院対象者に対し当該治療を行う旧総合病院

　等の病棟についての留意事項を定めたこと。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別添）

欝購難潔雑談響その　・関する手続の取扱い1こつ　（平成17年8月2目障精第080 i器欝
改 正

記

現 行

蟹叢鶉霧購禰薯耀良妻手翻鵬響詩
　るものであること。

　受理は行わないものであること。
　　なお、　r診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為葎
　認められた場合」とは、　「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査に
　ついて」　（平成7年12月22日保発第117号厚生省保険局長通知）
　に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受

　けた場合をいうものとする。
・し届ﾙ佳雑謙鱗麟鐸知離署畿鑛

　定庭療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金支部に

　対して受理番号を付して通知するものであること。
　　　入院対象者入院医堂管理料　　　　　　　　　（入処医管）第○○号

記

第1　届出に関する手続

一・Y雛講驕離羅簾鷺甕讐男麟継

2灘欝灘騰灘蕪
　　補正を求めるものとする。
　　　なお、この要件審査に要する時間は原則として2週間以内を標準と
一　し、遅くとも概ね1ヶ月以内（提出者の補正に要する期間は除く。）

　　とするものであること。
　3　基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準に係る届出を行

縢灘薫欝ll灘1灘1
　　する場合も含む。）及び老人保健法（昭和57年法律第80号）第3

　　漁築護繰薯購蓄編麓鰻撫譲甕簾聡馨靉靆
ては、当該届出の受理は行わないものであること。

　なお、　「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為
が認められた場合」とは、　「保険医療機関及び保険医等の指導及び監
査について」　（平成7年12月22日保発第117号厚生省保険局長
通知）に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の

処分を受けた場合をいうものとする。

　定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、当
該指定医療機関の所在する都道府県にある社会保険診療報酬支払基金
支部に対して受理番号を付して通知するものであること。

　入院対象者入院医丞管理料　　　　　　　　　（入処医管）第○○号

4　届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番景を決



　通院対象者通院医生管理料　　　　　　　　　　（通処医管）第○○号
　　医療観察精神科作業療法　　　　　　　　　（医精神作業）第○○号
　　医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」　（医精デイ大）第OO号
　　医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」　（医精デイ小）第○○号

　　医療観察精神科ナイト・ケア　　　　　　　（医精ナイト）第○○号
　　医療観察精神科デイ・ナイト・ケア　　　　（医デイナイ）第○○号
5　要件審査を終え、届出を受理した場合は、届出日に遡って算定するこ

　とができるものとする。
6　届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対し

　て通知するものであること。

第2　届出受理後の措置
1　届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情だ生じた場合
　には、指定医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行っものである
　こと。次に掲げる事項についての一時的な変動については・この限りで

　はないこと。
（1）医師と法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定に

　　より入院している者（以下「入院対象者」という。）の比率について
　　は、歴月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
（2）看護師と入院対象者の比率については、歴月で1か月を超えない期

　　間の1割以内の一時的な変動。

（略）

第3　施設基準
通則　施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護要員の数等の
　　取扱いについては、　「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

　　手続きの取扱いについて（平成16年3月30日保医発第03300
　　06号）」別添2一入院基本料等の施設基準等第1病院の入院基本料に
　　関する施設基準4の例によること。

（1）入院対象者入院医学管理料に関する施設基準
　　①当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施するための
　　　病棟に係る病床は全て個室で、床面積は10平方メートル以上であ
　　　り、以下に掲げる施設を有していることを標準とする。ただし、病
　　　院の病棟の一部であって、法第42条第1項第1号又は第61条第

1　入院対象者入院医学管理料

　　　羅藷舗講籍纂超鶏奈難欝罐
　　　り構成される病棟（以下「小規格病棟　という。）にあってはこの

　　　限りでない

通院対象者通院医遼管理料　　　　　　　　　　（通処医管）第○○号
医療観察精神科作業療法　　　　　　　　　　（医精神作業ン第○○号
医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」　（医精デイ大）第○○号
医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」　（医精デイ小）第○○号
医療観察精神科ナイト・ケア　　　　　　　　（医精ナイト）第○○号
医療観察精神科デイ・ナイト・ケア　　　　（医デイナイ）第OO号

　要件審査を終え、届出を受理した場合は、届出日に遡って算定する
ことができるものとする。

　届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対
　して通知するものであること。

5

6

第2　届出受理後の措置
1・届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合
　には、指定医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものである
　こと。次に掲げる事項についての一時的な変動については、この限りで
　はないこと。
（1）医師と法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定に

　　より入院している者（以下「入院対象者」という。）の比率について
　　は、歴月で3か月を超えない期間の1割以内＿の一時的な変動。
（2）看護師と入院対象者の比率については、歴月で1か月を超えない期

　　間の1割以内の一時的な変動。

（略）

第3　施設基準
通則　施設基準の届出に当たって、入院対象者の数及び看護要員の数等の
　　取扱いについては、　「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する

　　手続きの取扱いについて（平成16年3月30日保医発第03300
　　06号）」別添2入院基本料等の施設基準等第1病院の入院基本料に
　　関する施設基準4の例によること。

1　入院対象者入院医学管理料
（1）入院対象者入院医学管理料に関する施設基準
　①　当該指定入院医療機関の専ら入院対象者に医療を実施するための
　　病棟に係る病床は全て個室で、床面積は10平方メートル以上であ
　　　り、以下に掲げる施設を有していることを標準とする。
　　　ア　2カ所以上の診察室
　　　イ　酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室
　　　ウ　床面積10平方メートル以上の保護室
　　　工　集団精神療法室、作業療法室
　　　オ　入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆



　ア　2カ所以上の診察室
　イ　酸素吸入装置・吸引装置等を有する処置室

　ウ　床面積10平方メートル以上の保護室
　工　集団精神療法室、作業療法室
　オ　入院対象者が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆

　　．電話
②当該指定入院医療機関には、医療の質を確保するため、「新病棟
　外部評価会議」、　「新病棟運営会議」、　「新病棟倫理会議」、　「新

　病棟治療評価会議」及び「地域連携を確保するための会議」が設置
　され、定期的に開催されていること。
③緊急時の対応のため、「事故・火災発生対応マニュアル」及び「
　無断退去等対応マニュアル」が整備されていること。
④無断退去を防止するため、安全管理体制が整備されていること。
⑤　当該入院医学管理の実施等については、　「指定入院医療機関運営

一ガイドライン」　（塾17年7月14日障精発第0714001号
　）を参考とすること。
⑥　病院の病棟の一部に小規格病　を　している場合においては、小

規格病に勤務する常勤看言師として・当該ノト規T窪藷鑛叢籍謡講講数鎌灘諺朱規格病棟、外の部分

（例1こ讐欝讐な編纂霧箱箋鶏書旛を行っている病の

　場合

一小必要員数
（含ヂ人元棄の論の小農人数（精神斗入院基本料3は、看護

　職、のうち看護師40％以上が基準）
20人　×　40％　　　8人

五，小規格病棟10床を設ける場合
（c）　小規格病　に勤務する常　看護師の数

10人　×　1．3　　　13人

一7人≒17人（e）　看護職員の合計必要数

　13人　＋　17人　　　30人
（f）　看護師の最小必要人数

⑦1 P合。美藪雛者妻入織る萎め撫蕃会し芋そ房羨

　名中に内科、外科、婦人科、・眼科及び耳鼻いんこう科を含む病院に
　おいて、当該病棟における常勤の作業療法士　精神保健福祉士及び

　　電話
②　当該指定入院医療機関には、医療の質を確保するため、　「新病棟
　外部評価会議」、　「新病棟運営会議」、　「新病棟倫理会議」、　「新

　病棟治療評価会議」及び「地域連携を確保するための会議」が設置

　され、定期的に開催されていること。
③緊急時の対応のため、「事故・火災発生対応マニュアル」及び「

④無L難謡言忽鍵愚騰りが整備
　されていること。
⑥　当該入院医学管理の実施等については、　「指定入院医療機関運営

一ガイドライン」（17年7月14日障精発第0714001号）を
　参考とすること。

（以下略）



饗講雑嚢羅蟹艱難騨舞奪讐馨講

（以下略）


